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し 所 第 二
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害 に 公
者 係 示
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人すい害て

の生さし

あも更だ入

で

び設。く

場及施いて

る

地、を
合

市記

町医入

村療し

番法て

号人く

欄、さ

」」だ

はい 既
に、社。 指記団 定入法 をし人 受

な」 け

日
施業
実事

法 他法律 におの
てい名

に既称 指
を定指 受け定 て年 い

月 にと数さ

は既等複だ

日

定て事。

そ指しのい

、
主を既業

の

てい、 いで るく財 場だ団 合

さ法 ）
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考
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設事の寄）

施置務氏附当

設）所名行該

第

１ 指事

事 定

業 内業変

所 容
を更 所
変施

更が 施設

号

体り
身お

と

平障変
成害更
十者し
四福ま

年祉し

七る設のとる 法た

併利の名の事

設用入称契業

型者所及約の

・の者び内開

空推の診容始

床定定療予

型数員科定

の又名年

別は並月

）空び日

床に

型当

））ビ費

に該

ののス

平管提施

面理供設

図者責訓

、の任練

設氏者等

備名の支

の、氏援

概住名費

要所、）

等等経の

歴請

）者の及為指

及求

のの所び等定

所名在住及に

在称地所び係

地そる
の事

設登業

置記に

の簿関

場のす

所謄る

）本も
又の

し）

はに

あの 設

名 た）

称

事名所サっ

業ー

所ビた

番在ス

事 号の
種

称地類項

月第の

三で

十条届

日

出
のけ
ま
。

第す

火

の
条

曜

）

日の

）
後

更
変 変変
更
前

更）

の
内

受
を
定
指
、

り
よ

に
定

規

現て休備１

容
内
た
け

考 廃 にい止 指た止事 ・業 休の 定者
止再 居に予 を

開 宅対し

る・ ・

止止 止

廃す廃廃 ま
し

事・止 止止休 休休 害の

道障た

海体し

北身

容

福届

事者で

知

記
別

備１２３

第 考

３ 該変変

号 当更更

様 項内の

式
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次
を

番がか

目容日

支す定

設
施
設変 併

た 援るに 場

期係 合る を措
の届 受置み

出 け間 ）

月事
該
当 年

、
て

っ
あ

で

年 開た 業開 再し 再 ・を

を所日由

月理 ）
名所

在

称地

す
第ま
法出

様祉け

事 の
条。

業

代り
よ

に号 定番 規所 の

所名

４

号分ら第

にか

係

を書以関廃

○る日条

添届

しをに）止

付類内
て休 だし出

く付け・ て

・

。だだ

止 いくく

さて

の年 合
場
る
あ更 が

ささ 概日 の
設
施

設月 併
該
当

係 日

に
業

月体
務

年勤
の
者

業
従

る

日び
及
制

年
月

日

称名と
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在者次

表、
止
廃

の
業

事
り

お

地

出
届

開

。。再

いい

止
休

要

年
書 一年

九
〇

が
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形

務
勤

月
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開

再
・

日

日
月

を
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成 十 害 定
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四 年 福 辞

年 七 祉 退

七 月 法 す

北 海

施対

定 定にに

指指現者
措 退にる 辞 辞設す を を

るし るす所置 す退入
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を

体。定定

身す指指 ま

た

福退け 者

辞受 害
障を

法る年

祉す

第

記
別

北 第

海 ４

道 号

知 様

事 式
６

第様

号

、

前。止

止い廃

休さ
２

場は

る又

な止

異休

と

月 三 に る

三 十 基 日

十 日 づ の

日 く ３

指 月

定 前

居 ま

宅 で

火 支 に

援 届

曜 事 け

業 出

日 者
第

日由る
い 月理

て 年

て

施月

設日 条

事名所 の

業
所 の

番在 規

号 定
に

称地 よ
り
、

名代

辞
定

）
係

関指
条

次

の

は開

合再

在者
表

退所

者ら

業か

従日

、
の

及届

制に

体内

務以

勤日

びけ

等 く

の だ

指 さ

定 い

等 。

北 に
海 関
道 す
知 る
事 規

則
堀 を

こ
こ

日
月

年 年 の
と
お
り

月 指
定
を
辞

日 退
し
た
い
の

月
年

書
出

地称名

届氏

で

にさ

態だ

形く

務て

勤出

付
添
を
類
書
る
す。

関い

し

に
達 公

布
也 す

る
。

第
こ に 六 五（
の よ 条 指
規 附 っ 定 サ
則 て 法 知 ー
は 則 し 第 的 ビ
、 な 十 障 ス

第
四 三 二 一 つ 五
所 名 い 条

指 在 知 称 指 事 て
定 地 的 及 定 業 行 法
、 障 び 居 所 う 第
事 害 主 宅 番 も 十

届
け
出

２ 第
式 の る 四 そ（ （

公 の 法 変 事 条 指 の
示 廃 第 更 項 定 旨
） 止 十 届 の 法 事 を
・ 五 出 変 第 業 当
休 条 書 更 十 所 該

日

第 第 第
三 ば 号 二 規 う 一（ （
条 指 な 様 条 指 定 。 条
定 ら 式 定 す ）

法 の な の 法 居 る 第 こ
第 標 い 指 第 宅 指 十 の
十 示 。 定 十 支 定 五 規

だ
く
て

北
海（

趣 道
旨 知 規
） 的 則
障 第
害 八

公 け 五 害 の
布 れ 条 者 種
の ば の 更 類
日 な 二 生
か ら 十 施
ら な 九 設
施 い の 等
行 。 規 の
す 定 指
る に 定
。 よ の

る 辞
指 退

業 者 た 支 号 の 五
の 居 る 援 と 条
廃 宅 事 事 す の
止 生 務 業 る 二
、 活 所 者 。 十
指 支 の 又 三
定 援 所 は 及
の 事 在 指 び
辞 業 地 定 第
退 を 並 知 十
又 行 び 的 五
は う に 障 条
指 事 代 害 の

止 の に に 五 の 指
・ 二 よ 係 条 名 定
再 十 っ る の 称 に
開 の て 届 二 等 係
届 規 し 出 十 の る
出 定 な 並 の 変 事
書 に け び 規 更 業
に よ れ に 定 等 所
よ る ば 法 に の 又
っ 事 な 第 よ 届 は
て 業 ら 十 る 出 施
し の な 五 事 ） 設
な 廃 い 条 業 の

五 ） 居 五 援 知 条 則
条 宅 条 事 的 の は
の 支 の 業 障 五 、
十 援 十 者 害 第 知
七 事 七 等 者 一 的
第 業 第 の 更 項 障
一 者 一 指 生 に 害
項 項 定 施 規 者（
又 指 及 の 設 定 福
は 定 び 申 等 す 祉第 知 第 請 の る 法十 的 十 ） 指 指 （五 障 五 定 定 昭

者 十
福 二
祉 号
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
支

定 の
の 届
辞 出
退 ）
は
、
別
記

一 第
九 四
一 号

様
式
の

定 業 表 者 三
の 所 者 更 十
取 又 の 生 一
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係 る そ す
る 届 の る
届 出 他 も
出 は 厚 の
は 、 生 と

条 害 条 等 居 和の 者 の に 宅 三二 更 二 関 支 十十 生 十 し 援 五四 施 四 必 事
年第 設 第 要 業
法一 等 一 な 者
律項 ） 項 事 及
第に 指 に 項 び
三規 定 規 を 法
十定 申 定 定 第
七す 請 す め 十
号る 書 る る 五
。指 に 申 も 条

援
事
業
者
等
の
指
定
等
に
関
す
る
規

指
定
辞
退
届
出
書

設 者 に
等 又 掲
の は げ
名 設 る
称 置 事
及 者 項
び の に

、 別 労 す
別 記 働 る
記 第 省 。
第 二 令
三 号 で
号 様 定
様 式 め

以定 よ 請 の の
下を っ は と 十

受 て 、 す 一 「
法け し 別 る 第
」た な 記 。 一
と者 け 第 項

は れ 一 に い
、

則
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３４５
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知お
と
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福ま
者
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推の診容の

定定療連

数員科携

又名体火 は並制

空び及曜 床にび

型当支日

）ビ費
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のス併

管提施設

理供設型

者責訓・

の任練空

氏者等床

名の支型

、氏援の
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所、））

等経の

歴請

者の及為指）

及求

の所び等定の

名在住及に平

称地所び係面

そる図

の事、

登業設

記に備

簿関の

のす概

謄る要

本も等

又の

し））

はに

あのの 設

名所 た）

称在

名所サ地 っ

ー
ビ設 た

在ス置

事 のの

種場

称地類所 項）

で
第の

出事 のけ
条届

業
所 ま
。番 第す

号

の
条

の
）

）
後

更
変 変変
更
前

更）

の
内

受
を
定
指
、

り
よ

に
定

規

現て休

容
内
た
け

廃 にい止 指た止

休
・

定者
止 居に予 を 宅対し

る・ ・

止止 止

廃す廃廃 ま
し

事・止 止止休 休休 害の

道障た

海的し

北知

容

福届

事者で

知

記
別

備１２３
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３ 該変変
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式
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次
を

番がか

目容日
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た 業開 再し 再 ・を

月
年

を所日由

月理 ）

年 開

事名所

業
所
番在

号

称地

す
第ま
法出

様祉け
の

条。

所名代り
よ

に
定
規

の

４

更号分ら第

にか

係

を書以関廃

○る日条

届

しをに）止
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月だし出

く付け・ て添
だだ

止 いくく

さてて休

にが
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るる

事場

業合
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概
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日
月

年
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日
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業

事
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開
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・
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休
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号
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考休

備１

平業前

成のと
十再異
四開な
年にる
七て 係場

く いる

指 る日

定 の

居 ３

宅 月

支 前

援 ま

事 で

業 に

者 届

の け

指 出

定

在
所

日日由

月 月理

年

て

施 第

地
設 条

事名 の

業
所 の

番 規

号 定
に

称 よ

名代り

表、

）

の係

開関指

再条

者次

ら
か定

日
け在

届
に退所

内
以

日辞

月る合

三届は

十出、

日

、勤
ての

っ者
あ業

で従

火

該体
当務

曜

業及
事制

日にび

等 く

に だ

関 さ

す い

る 。

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

日日

月月

年年 氏の

称名と
お
り
指
定
を
辞
退
し
た
い
の

い
さ

だ出

く
て地

出届

で

従形
る務

係勤

月
年

。書

務る
勤す
の関

者に
業態

勤付
び添
及を
制類
体書

務し

る
。

記
別

こ 五第

の１

規 附 サ号

則 ー様

は 則 ビ式

、 ス

第
四 三 二 一 る 五 （

者 。 条 公
指 児 の 指 事 示
定 童 氏 定 業 法 ）
、 居 名 居 所 第
事 宅 及 宅 番 二

届
け
出

２ 第 第
様 め 四 事 三（ （
式 法 る 条 指 業 条 指
の 第 事 定 所 定
廃 二 項 法 事 の 法 の
止 十 の 第 業 見 第 標
・ 一 変 二 所 や 二 示

日

第 第
者 二 も 第 一（ （
指 条 指 の 二 条 趣
定 定 と 十 旨 児
申 法 居 す 一 こ ） 童
請 第 宅 る 条 の 福
書 二 支 。 の 規 祉

がだ
態く
形て

北
海
道 平
規 成
則 十
第 四
八 年

公 の第

布 種２

の 類条
日関指

か定 係
ら

居

）
施
行宅

す支 る
。

業
事

援

業 生 び 支 号 十
の 活 住 援 一
廃 支 所 事 条
止 援 業 の
又 事 者 二
は 業 の 十
指 を 指 三
定 行 定 の
の う に 規
取 事 係 定
消 業 る に
し 所 申 よ
の の 請 る

休 条 更 十 の す 十 ）
止 の に 一 名 い 一
・ 二 係 条 称 場 条
再 十 る の 等 所 の
開 の 届 二 の に 十
届 規 出 十 変 標 七
出 定 は の 更 示 第
書 に 、 規 等 す 一
に よ 別 定 の る 項
よ る 記 に 届 も に
っ 事 第 よ 出 の 規
て 業 二 る ） と 定
し の 号 事 す す

に 十 援 十 則 法
よ 一 事 第 は に
っ 条 業 一 、 基
て の 者 項 児 づ
し 十 の に 童 く
な 七 指 規 福 指
け 第 定 定 祉 定
れ 一 の す 法 居
ば 項 申 る 宅（
な に 請 指 昭 支
ら 規 ） 定 和 援
な 定 居 二 事
い す 宅 十 業

十 七
三 月
号 三

十
日

書
請 号

番申

付定 受

指
者

年 名 者 公
月 称 の 示
日 及 名 は
び 称 、
所 及 次
在 び に
地 主 掲

た げ
る る
事 事
務 項
所 に
の つ
所 い

な 廃 様 業 る る
け 止 式 所 。 指
れ 、 の の 定
ば 休 変 名 を
な 止 更 称 受
ら 又 届 及 け
な は 出 び た
い 再 書 所 者
。 開 に 在 は
に よ 地 、
係 っ そ そ
る て の の
届 し 他 旨
出 な 厚 を

。 る 支 二 者
申 援 年 の
請 事 法 指
は 業 律 定
、 者 第 等
別 の 百 に
記 指 六 関
第 定 十 す
一 等 四 る
号 に 号 規
様 関 。 則
式 し 以
の 必 下
指 要 「

北
海 一
道 九
知 四
事

堀
在 て
地 行
並 う
び も
に の
代 と
表 す

は け 生 当
、 れ 労 該
別 ば 働 指
記 な 省 定
第 ら 令 に
三 な で 係
号 い 定 る
。

定 な 法
居 事 」
宅 項 と
支 を い
援 定 う
事 め 。
業 る ）

達

也



居宅

ようとする事業所

同行指定平 一成 所居デ短 う

十

イ 在事四 地業期 宅

年 に介サ

七 の

北 海

指定を受け

代フ名事
業 表
者リ所
の

ガ所 の

道 公 報

た表

主所連法代

申請者

務

職 事在絡のの

る者 人

第

児お
と

フ名 童り
福関
祉係

リ 法書
第類
を

ガ 条添

号

お入 ー

様
事

知
道

海
北

月 いビ 種護

三 て類等ス所十
日

施業
実事

予
始

開

火

年
定

曜

日
月

日 実事

住在

所ナ称地
郵
便

郵

番

便

号

番
号

－ －

職

の地先別名
氏 所種・

電

－
号号 番番 便話名 郵

のえ
てナ称 第申
１請
項し

事 申のま

業 請規す
定。

所 者に

所 よ

在

名代り

表、

在
所

者事地

施業
法 他法律 におの

てい名
に既称 指

を定指 受け定 て年
るい月 事業日 等

） ） 法フ氏

人 ）

リ 所

番轄ガ

号庁ナ名

市 氏業

町 称名所

村

に
係

番 る

号 指
定
を
受
け
た
い
の

月
年

地

で

考
備

１２ 事

事事

業業 変

所所

業のの 更

内 福出

定 童け
児届指

で
第。を 法す容 祉ま

記
別

北 第

海

場様

２

道

合式

号

知

にを

様

事

は補

式

そし
、正

、
次

人の受

備１２３４５

の
」名け

考

い業

受法、法称同て事

付人人を一
も番

番の株所記所る所

支援

事

日

号種式轄入在名所

所
業

が称在
地

あ 所
所サっ

ー
ビた

在ス

事 の
種

地類項

変
た

のし

条更

の

事名 規

業 定

所 に

番 よ

号 り
、

称 指

名代定

号そ条

番、４

のて第様

入べ）

記す係

をの関変

し
だ入

く記更 てを
して

地の号
。く届所

いて
さ

」てにに」

」別会庁し

欄」欄くおつ欄

及」社
は、はだいいは

び
事、、さてて、

業有申い行、指
当居

所社限請。う該定

社が業欄宅

所会会者事

援

地祉」認等に支

在福
市法等可の
類」業

町人の等種○事

号
番

村」別を

変変
更
前

更）一
九
五 の

内

表を

者受

氏け

称名た
内
容
を
次
の
と
お
り
変

。地

のい
数さ在

複だ

更

す
有

を書

号
番
所

業出 事

、を受」を者
合
場年

る

号記け欄記と

番

、して

」医入たは入し

法て人今て既

欄療し法

だ事

、人くで回くに

は

さる請さ業

記」だあ申

しい場すい所

入、

はも号

な社。合る。番

そ及付

で法、のが

い団
だ」のび番

く人

に
既

け
受
を

定
指

容

し
ま
し
た

既さ
宜日

適
、
は月

に

の

い務にれ

さ、主

る

団政定い

。財行指て

法庁を ）
合

場
る

い
て



様
事

知
道

海
北

北 海

記
別

備１２３

第 考

３ 協該変変

号 力変当更更

様 医項内の

式

番がか 療目容日

４ 関更号分ら第 機

にか

道 公 報

び運居事併お協

住営宅業設け力

所規生所型る医

程活のに当療

支種お該機

援別け施関

第

５６７８９

代定条限事事事

表款例る業業業

者、等。所所所

の寄）ののの

氏附当平管サ

名行該面理ー

号

３４

申主 平請た 成者る 十の事 四名務 年称所 七

表

・所名代

止
休

・
止

廃

在者 再

を書以関 の○る日条 と

をに） 約年付類内係 契

出

く付け 容て添届 内し

だ

いくく

さてて

月だし

の

。。
いい

日ささ

。だ

費る設

の併利の名

請設用入称

求型者所及

に・の者び

関空推の診

す床定定療

る型数員科

事の又名

項別は並

）空び

床に

型当

及為指図者ビ

に該

び等定、のス

住及に設氏提

所び係備名供

そるの、責

の事概経任

登業要歴者

記に等及の

簿関び氏

のす住名

謄る所、

本も経

又の歴

の

はに及

月所 三在 十地 日

火

曜

日

月
年

書
出

届

地称名 開氏

月
年 ）

後
更

変

日

で

海平海表ま

北北別号

海事４を

道成北道第

事

事決支号

務年道務の５

日

裁月務裁庁ず

決７

海
北

２

道 休さ

訓 止い廃

令 前。止

第 と、

異休

号

現て休備１
な止

考 廃 にい止 指た止事 ・業 休の 定者
止再 居に予 を

開 宅対し

る・ ・

止止 止

廃す廃廃 の
た

事・止 止止休 休休

ま
法出
祉け
福届
童で
児

決規のつ

第

規
の規庁り

程日裁程本繰

部の和健げ

一程昭保下
福、 を一

正を北部５

改部年祉第

る正道分の

す改海の号

令る令事に

訓す訓掌次

再

場は

る又

を訓第項次

は開

合

訓

者ら

業か

従日

、の

の

す定

制に

体内

務以

勤日

支た 援るに 場

期係 合る を措
の届 受置み

出 け間 ）

月事
該
当 年

、
て

っ
あ

で

年 開た 業開 再し 再 ・を

を所日由

月理 ）

事名所

業
所
番在

号

称地

す
の
条。

の

の
次
、

り
よ

に
定
規
の

項号

の号８５

次令３第

に一第加

うの中を

よ）

え 定部

る海次を。

め北を号る

。道の第

知よ
、

出堀改し
にと

事う号

く

務て

勤出

びけ

及届

正

形

令

書
る

す。

関い

にさ

態だ

係 日

に
業

添
を本

類 月体
務

年勤
の
者

業
従

る

日び
及
制

年
月

日

止
廃

の
業
事
り

お
と

一
九休

六

号
る６

先す第

開
再
・

止

し
付

第

関也ら
か

機達。

が
態

形
務
勤

だ庁

く
て

し
ま
し

を
）



条次 北

廃第なの 海

１おと平 道

項、お成

棄
告物

平 の産り 示の

成 規業で年 第処

十 定廃あ７ 理

四 に棄る月 及

年 よ物。 号び

七 り処日

北 海

の
こ

訓 附

は

第第し令

若
則 く

開成

のの再平

条条は、

第のの

道 公 報

表ま
別号

る第こ４を

若係る第で

との２

第し第
届 く

庁ず

条は条出条。支号
のつ

の再のをの
受 開
ののの理の本繰

第

別号
表ま

第こ４を第第

係る第で

第る

との５ 届

のの

条出条。支号条条

のをの庁ず
のつ５ 受
の理の本繰第第

号

く

第第第し
若

開

ののの再

条条条は

４

清 第第のの

月 掃、理

三 に産施

十 関業設

日

可

法物許

る棄置

す廃設
理申

律処

火

和設書

昭施請

曜 設
年置以

日 法許下

項定出７

１規届年

告

のにを月

規基受
るら

にきすか

定づ理日

き定と行

づ指こ施

基、
定の。

指容る

、内。す

下

規届規す規庁り
居変

こに健げ

定出定る定保

基受基と基福、

にをに

き部１

づ理づ。づ祉第
の

、る、、の号

きすき
と定定掌次

指こ指指分

的項次

内。知知事に

定

２

の障障第の

容的

変害害

下項項

規す規庁り１１

こに健げのの

定る定保

定定

基と基福、規規

に

き部１にに

づ。づ祉第
のづづ

、、の号基基

き

、

定定掌次きき

指指分

体項次指指

身身事に、
５居知

障障第の定定

体
害害

にを

項項定出

１１規届

定定づ理

規規基受

のの
指こ

基基、る

ににきす

、、内。

きき定と

づづ

可

居身変

定定の

指指容

律
請請 第申申
が書

道 以
っと海 。
あ」北 号

。事

。う知 下
たい

う

容 い

内 と

の堀 」

） 法

援は
支又

宅更

の

示

指支
を宅
者居
業定

事指
との
こ業
る事
すの
定援

更中を

更者者項号
。廃

え

は生生第加

又更

指施施

居等等を。

定設設号る

宅のの第

支設指
退し

の者辞と

援置定号

の所届第

業住の、

事の

者者項号宅的
廃等出２

第加援害

更更中を支障

え事者

生生

施施

を。者生

設設号る業更
指設

のの第を施

等等

設指

者辞とすを

置定号定等

住の、こ定

の退しる指

等出２。る

所届第とす

指

援害は

支障又

宅体更
施宅

者生居

業更定

事者
すをの

定等援

指設支

を

廃

とすの

こ定業

る指事

等也 第

要 ）

概達 。

。る

は
平申

廃第なの

条次１

、

物項、お成請

棄１おと

の のの産り
廃あ７要

処規業で年概

止
休
、
止

に棄る月

理定

海
北

道 境所庁

告 この意及意地

示 の保見び見域

第 産全書施書政

業上に設は策

止のを号

廃のはの、部

す第

休更理ら

、変受か

２３

止に

汚第縦縦平見

法アイ意

覧北本覧成書 泥

の 、条の海別の
７出

燃第場道町期年提

のを号こ
え２所十住間

す第

更理ら。

変受かと

に

理業

東北産中産廃管産

郡廃型廃

棄 京海業川業

糖棄本棄最棄

物 都道廃

止

代業物別物終物

の 千

１

止
。休
と、
こ

者

の請成請

請申平申

申
概年

及 日７住

要月年の

びよ物。

に産施

掃、理

清り処日

許

る棄置

す廃設

関業設
理申

律処可

法物
設
和設書

昭施請

号

意類海境

棄見、種北環
知活

処か見を道生

物地
施のを載事課

理ら書記

設意提の）

す、便平

の見出上郵に

置をる生番成

設書
に提者活号

関出の環年
９ しす氏境

及勝民月

、る名の－月

殻項
及び支課

域ら

第間地か

び時庁日

に策月

項政８

３
規部

活

る生で

す境ま

定環日

申

株処町処処処

処

請課日

及 区式理美理分理

理 田

）設

び 神会施蘭施場施

のに

清 田社設別設
掃 神の

種お

町表置類い －に 保代設
場処 、す ２取のて １関
る 丁締

理 法 目役所
２る

律 １－す

、産

施 番
及
称
日名
８、
月所

行 地
名

氏
の

者
表

代
び

律可
法許下

年置以
請請 第申申
が書
っと海 。
あ」北 号

一 たい道 以

九 。う知 下

七 。事

内 と

の堀 」

） 法

利こ及保

日 害とび全

関が住上
並見広）

係で所の帯金
東で

有るび地市ま

をき

到

る産ら３に

す。にか

す

は廃意南着

者業の条
よ

北物を丁る

、棄見３

書曜

道理述う

海処記目

縦前前び

の午午及

等日
日

の時時曜

覧９８土

場か
らく

、午か除

所ら分を

及時後）

間５午。

時後
５ び

業

期分時

令

廃 － 康

の

和物 ３昭 夫棄

第
令

政類

年種

又
所

住
の
者

請
申

第
）
号

達 。

の う

容 い

）
名
氏

は

は
等也 第

要 ）

概

設る海出

知施す北提

、

設と十る

にのこ道す

事
環場支と

活置。勝こ

生

。

間ま

第
条

７

で
ま

で分

ハ
号



の 北

北興興種 海

海行平行 道

道を成の別 告

青有 示

少害年 第

年興７興

保行月

護と 号

育し日行

北 海

３
この意及意地

意境所庁
書政

書の保見び見域

見

上に設は策

の産全書施

環

出廃のはの、部

提業
地意類海境

棄見、種北

物

道 公 報

２

がず第縦縦平

く法アイ

覧北北覧成 れ、
きゴ条の海見の
間７

類ム第場道市期年

及走境月

、く２所網環

廃ず項

プ及び支緑

第

定業

北東産北産廃安産

市廃型廃

棄 見洋業見業

ン棄美棄最棄

物 市コ廃

処 陽ク物里物終物

の 柏

処処処 理 町リ処

理分理 ー理

号

申平申

平請成請

成者 年
十月年の
四日７住
年月所
七

す
例定の

条指
成て

８、

和。題

昭る
例作

条制配

道
海

北名

年

記知活

処か見を道生

給

）

施のを載事課

理ら書

設意提の
す、便平

の見出上郵に

置をる生番成

設書
に提者活号

関出の環年
９ しす氏境

、る名の－月

利こ及保

日 害とび全

間地部か

ラび時庁化日

政棄８

チ３域廃ら

ス第

クに策物月

ッ項

類規部対

金す境課ま

、定環策日

く申活

属る生で

ガ等日

、書曜

ず請課日

番及

ト施施場施

、清 工設設）設 番１び
掃 業ののに 地

種お のに 株設
の１て

関 式置番類い １

す

法 所理

る 社場処

す 会
締業

行 取産

施 表る

律 代
役廃

令

月日名

三称

十及

日

の
者

表
代

び

火

名
氏

曜

申

日

社

第会

請

会
囲

４海

第北

）は社

号又

１事

第知定範

条道指の

住上

に
定定

規
の堀指

項

関が
並見走）

係で所の網金
北で

有るび地市ま

をき

到

る産ら７に

す。にか

す

は廃意西着

者業の条
よ

北物を丁る

、棄見３
北提

道理述う

海処記目

午及

事設る海出

知施す

９土

ス縦前前び

ラの午
か日

ずの時時曜

く覧９
午く

コ所らら除

、場か
５）

ク時後後。

ン、午
ま

ー及時時

リ間５

トび

及で

ず間ま

く期分で

石の

和 垂物

昭棄

第
令 博政 昌類

年種

又
所

住
の

者

条
７

第
）
号

也
理 り

よ達の

）
名
氏
は

次由

、

来

更更が更更

変変客変変

生設と網る

にのこ道す
。

環場支と

活置。走こ
ア

オ路更大

ユ東大イ釧変

都模ン市し規大

ー京規

模

フ千小釧昭よ模規

エ

磁
陶
び

ジ代売路和う小

１

器
り域
お生２平届氏

大なの月

規

模、活日成出大名

規

事 小同環ま
７の小

売法境で年項模

８保北月概売

店第のに

第

舗

ロ
号

北

大 海

規

同同同

道

模 告

小 示

売 第

店 赤い三浮

舗

画
映同

襦－十気

ノ神

）車））

前後駐前後

ー

前前

開閉開閉場午午

）

時時利８８

店店店店を

刻刻刻刻用時時

時時

す
こかか

午午午午る分分

とらら

前後前後

９９

で後後

時時時時が午午

たたき９

店売

ェ田店昭中と売小

４る舗店

イ区舗和央す

名ョ丁事の舗

信丸のシ

銀内称ッ目項施に

託の

設お 行１及ピ
１運て

株丁びン番のい

４在セ号営小

式目所グ
タ法業

社番地ン方売

会

店

表関行

代号ーにを

３

要 の条持海

２た釧を

設第の道日舗

の配支置

者項め路設

置
定す商る

ら規慮庁す

か
基き労の

更にべ工者

変
き項観名

つづ事働氏

に
当つ課は

て、に光又

い
届

立 号

ズ喪裏法

レ才地

袢五妻
服ナ

熟覗成

－妻マ平

女通き

第

り暴律

すの法

こ夜年

合行

ン
パ

９

号

若
妻
お
も
ち
ゃ
で

だだる時時

失

しし時

年年帯まま

、、間分分

３
間間でで

前後
午午

、、
はは

日日

者

取すう
））

時時
９８

時

土店
項開

役事の

締る
び

安及
刻

居

称

出該いに名

刻
時
店

閉

び

あ規意着及

が大て到

所

た小をる住

っ模見す

び

店すう北並

。売有よ

法

を者出道に

舗る提海

に

置、る事人

設はす知

がっ

る面と堀あ

す書こ

リー附

ト新同オ）

者に

映５ 映

ー第 本 ーピ則

日

第

像画条
規

部の

全項
１

めよ

義の少をあたに
定

・

ーー

オピ
心等年害る

画ク

映ァ

ーフ

ピ

一
九
八

は

がよでて

著長刺
助を

。表

の平る達代

そりき

也者

周成
辺

、

をでのすとり

地年の

っ全おめ次

傷あ健る認
れれと

けてなそらの

つ
激

も青成がるお

る、育

的又

粗性、

く、し

しし
を情道

性感は

暴



ノ株有株品平 式式店成 会会 限

十

会 社社四 ラヤ年 イマ 社七

北 海

式テ式

株株ッ株株ミ株

会 会会会ッ会 式 式式プ

たニ社ダ洋 社社社ド社

い ュイ服

道 公 報

川テ限限 谷ス

長エ有有

株ケ 業ル社社 産ー会会

ヨ 株

第

に大は小氏イ 平次て
ア

掲規代オ 売 成

名

小者を又

ン 年げ模表業

式 は 行 月も売の株 ７る
１の店氏

号

変

荷す
更

後月

ば更更年

さ変変る

トダ 施））日

き前

月 オヤ 志

三 ン風洋十
日

締

取取取

表表表

代代代

役役役

締締

火

藤中山曜 原川田

日

コ うせ ードは け

政章道

代代代

ちテやリン

スー

取取取

表表表表表

代代

役役役

締締締締締

取取

勢井野

竹高伊武今

役役

会企 シ 式式イ

覚久

内田

表

代代代代

社社ヤ画

会

締締締

取取取取

表表表

田

長丸東土

役役役役

締

日の舗名名
う

貫
川

谷山

い
ちおの称社 うに者会

て代代 、
更業締 変売表取 の小表

るう岡 の 係行
にを者役

設午午

元 のの

氏 も者田

か

い時時

お６６

に前前
後後

さ午午

荷らら

てか
行まま

を時時

き６９

ば

釧愛３

博人郎

こ
うでで

市県５

２城路知番

目茨
筑愛名号

番県

屋

号波国古

市

市

井区 地 新西 番 東

城

番宮

寛司記勇守

番号西

釧東 兵号東

城 庫京号路京

中北千仙

県都市都号県

区通田市

穂央大代台

赤

川丁外葉

加新３区青

市

丁７田１

屋１目神区

里

目番３番

一朝豊敬

５帯東２小札

都市市

番広京号樽幌号

宿穂央

号東新稲中

１市

通

南西丁大

条区１区

２
丁宿１西

６新目

目３番

丁９丁

は千 の又
外名也 以氏名

葉 及千 称県 項名住葉 事

中 び区 並浜 所美 住市 び

間
時

る
き

で
が

と

法瀬 に

エ株プ

号目

１丁

地１

帯

会会ォ会

式限フ式

株有

地丁町
社社ー社

番

地１丁

地番目３

式ン会式

株セ式株株ド

目

社ラ社 会 会ト社会 式

２

番目号

地

限限 式
株株ボ有有

番番

１

社 会ト 社会会 会式ス

株ヤリ

っ
あ目 に丁 人所

ー式ー式式フ

ュ株ル株

社社社ー

ズ会堂会会ォ

メ

社社

会会

式限

株川有

ト 産

ンネ 創

ラガ 大ブト

表表表

代代代

業・ッ

ド

富

役役役

締締締

取取取

ッ ハル社ペ

野田澤

矢半

ン

スラ ーヴ ート ニノ リ
表表表

代代代代

ズ株ァ

役

締締締締

取取取取

表

本橋藤

江西猿加

役役役

久 ベ企

ツ ふ 社ンタ 社

尻

表

代代代代

ル画やヤ
ミ

締締締

取取取取

表表表

渕

早石富曲

役役役役

締

岡海ス

札石北ム

川田本

オ

ン計ダジ

カ時道タ

幌

表表表

代代代代

ガ店イ

役

締締締締

取取取取

表

岡倍波

田石安万

役役役

シ

のい

ネざ

ガん

メあ

島

役

締締

取取

表表

代代

早

也三

博貴昌

川済

早安

役

島向路岡

広字釧静号

丈
東番武静

県１市県

一 広地佐岡九 島５市九

由

条５６

西目金

市丁曲

大丁釧

久夫望也

義喜辰

島松知阪目路

福本愛号
県府３市 県

古阪２釧

い番名大番新

中町

き１屋市号路

わ地
市号市

鹿栄央

彰子

宏豊美
恵

島１区番

史和

７帯札番斜東

市市郡都

号広幌里京号

町子

２石里王

西白清八

丁郷町暁

７南緑市

条区

鶴徳喜

千

目通９町

京

千３帯釧東

夫子二男
中

県５市市都

葉番広路
１区

葉８苑央

千号西文
丁日

市条

中

弘

友

区目９橋

央丁目本

国

北愛

市市

路路

釧釧

智

丁

目目

丁丁

８２

通東

大

吉番

字号６

大６目

町番

行

斎

走目心号

町丁西１

熊

２

字番橋

七

番１

地目目

番丁地丁

南

央番１綱

中３番小

２番

４地号町

丁
目番

番
号



限村 式ヴポ

株・ー有島

社器 社ンー

会楽 会ァレ

ィーョ広株 ヴガシ

北 海

ー社式ス

フ会株・株株
会 ン社リ会 セ会ト式 式

酒 サート社

ウベー社

道 公 報

ー式ナ限

有バ株株ン有

リ社社

会 会ス会会

式 限
ィュン コ デーチテ 社 社

第

ュル株限

株株ジイク有

会社 会 会イ・式会 式 式

ビ

タ社ンナ社ア

社サカ

玉 カスダ

号

株 平式 成会 十社 四銀 年座 七

社

ッ・書会

レドン瀬式
取

表表表

代代代

ジコ店
広島

役役役

締締締

取取

ネ ギカ

敬龍元

地瀬村

菊

代代代

式ズ瑠オ

株ー落

締

取取取取

表表表表

代

榊南大

役役役役

締締締

チポ ッ

幹龍俊

邊原島

渡

代

ンスア社

セュー ク

ッ

取取取

表表表表

代代代

斉

役役役役

締締締締

取

利津
美

木野田藤

鈴藤上

ュスイー 光 キ・・リ

武

表

代代代代

ー堂タンン

ョ締

取取取ジ取

表表表

川

・

役役役ン役

締締締
リ正

ト

井木イ崎

臼八カ

山

一龍

月形 三屋 十
日

役
締

取
表

代

火

山 曜形

日

４愛地川東３

一彦昭

政

標江

県郡都

知 号上京号

長字区

郡町川

知茶戸

愛

丁 塚町６ 町士井

久富平

目札番札

男男二薫

田５

幌２幌

大番東

阪２京

大千中東

府号都市号市

南６

市田区北

阪代央区

新田条東

区神２条

西区

昭子

２田４丁

町須西５

小静号大北札番

剛美
岡 樽阪２幌

長大目中

県 市府丁市号

３市番区

松 橋阪３央

浜

条

冶 目倍９

鍛 丁阿南

市

野 町 番区西

３天９

路

東号小札釧

秀郎ー己

都市市市

京樽幌

１区１

橋園央野

板花中

橋目通目

板丁大丁

区

東 ３

号
弘

目５丁６

丁番９番 丁
３
地
築
区
央
中

都
京

東

番目

目

地

３
番番

出縦北北縦平す

平届関

書覧海海覧成る

成

法 年等場道道期
路７

６の所経釧間年律

２目１

丁町丁目
月縦済

出

エ届
２

２丁９番

目

規車入月

大駐出年

廃 荷

模場口日 棄 さ

小の 物

町１

寺目 地

号王丁 番

ば

イウ
大 会大 社駐 規駐 規

輪 模車台 模

場 小場

株店ジ

７
番
９号目号

小

会会ス

秋式式ャ

千株場 株ン
４
番
５

製社社フ

庵

社コ
会モ
式コ

覧部支月昭
和 日地庁
域商日

産工年
か第

課働）律

業労火法

観
光ら
号 課

定
規 日に ２） 月

等売自８ き
設保舗車所

施の店動か

設入

面施施出

の管のの
営数

容運の

のの口

積設

売売のの 台

関
に
法
方

量

台台

舗舗容容

店店収収

舗の

店設

の施数数

内の

計す

合関

のに

積置

面配

ト

株積花ー

菓安六ォ

る

工路式

会茶釧株

式製亭

取

表表表表

代代代代

社

役役役

締締締締

取取取

ピ

部積田田

岡安小本

役

幸
役
締

取
表
代

パ
ー
タ
ー

を
日 で休 まる ）す 月 島

曜
土） 、。 日く 曜除 日 １

項
事

項
事

る
す

び
及
日

帯東

衛三豊進

一孝

地
番 広京

札番札番

幌地幌

代

中西西千

市市号市都

央区

１神

南似北区

区琴条田

京
東号

武

条条丁田

３２

新
都

二宿 〇区 〇

錦

に
日
祝

の
民
国

２
宿
新

丁番１

３２３町

西西目

丁

丁
目目
２号目

番
３

目
丁



海
北

音中同同美

道 威

告 子川深

平 示 府

成 第 村町町

十
四
年 号 上国誉歌楠

七

北 海

別瑛 良

旭士富同同美同

西西ル置

市市市町

野 川

西 聖

ベ

道 公 報

平業威

土事事旭鷹音

良

府

改の成主川栖子

地業

体 良工
の７

法事年名市町村

地米川咲

昭完月

和了
の日

第

海
北

登北第

道 録海告 番

示 号道号

第

肥混

号

石 料合

号

海
北

告
道

縦午

示 覧前

第 時９
間時
か

号

音 午
ら

月
三 威

十 子日

同同同同同

府府内

火

曜

日

牛 布布布シ杵 達達達

農

やもつ向 共 あおつ 線ベ
同同

和東めとじ１精
和

復

排規害

同用小災同同

地
）土旧

水模
改農

法出区

年届原来

律が４

っ名号西線

第あ
た

盤 第事基同同 ）。 号

整

肥

の灰

２進

の促 業

条備

粒

類

料 種
肥

石
料

り 名肥 入

の土灰
苦 料

時
５

後

称顆

同同同同同
）

地

で
ま

分

用
良業

）
ょ）

き設
暗施

同同同同同同同

用
業
農

第
規北備

の整

項盤 の １基

に道
種 定海］

堀

、類）

り事道

よ知農
了 お成

と完平同同

の
次

苦

成カ性

証ル溶

保アく

量分土

分リ

％
）

有及格

そ含量規

定１ 北

森を 海

解平解場 道

除成除所

林
告

予

法
す 示

る年定 第

予７保

昭
和
定月安

ぎ 島そ

苅彦渡み同同同

間マ部里
の 中

り達年 土

月 地也

改日
地栄駒同

第
次

平ヶ
東 の と成区岳 条 の
お

３ 道７ 第 り年名原部 ２

お

許そと のをびの

営月

有制
るの

他れ他り

さの
のは 規分項

成事
害限 の

を平

肥間
期

格大定
最公

取更成

料
締新
た７

法し年
。月

林 で 号年
第。在

律る所

法あ日の

号釧

第

路の ）

市
鶴
丘 条、

の

の ２の ２

免般山

農同一中同同同

総

整整域

道道地

農農間
合

備備
基
島備

半整
）道業き場

幹農農暗ほ

事か土同 項

）用ょ整

土
定 改が改 規 地日ん地 の

水合 よ 事排総 に 良い良

の業整 り 業
事き 告 工明備 公

産 。 完排生 る をょ新 す
しの］調

了水

株
業

工
灰

生石
府
子
名訓

称社

産会
式

昭
和

日

第
律

法
年

第
）

号

第

条

、 ２
項、

規のの の２

定

、 北、 に
よの 海

二 道の り

〇 、知

一 次
の、 事

よ

）
水
排）

用）備

うの 堀

土］

、型

で進

の推

た整

地種

用ょ

良海業き

改北農暗

知用）

法道
堀）

和類水

昭事排

町
府

子
訓

業郡
呂

住常

年

者町
大

所地
番

海 よ

北 に
定

規
の

項
２

第
料

堀 肥
の

事 次

知 、

道 り

に
安

、 保

達

の

の 林

也

同同同同同同同

、 指

了 律成

法完平同同

第達年
月 也 号日

録成

登平

）

有
効
期
限 効

也 有
の

達 録
登

の



１２３

主主 定 安立

保指指アイ
はと の施の伐伐 林定木

在択て 採 業 所、し の伐
伐伐 目の

北 海

定 北

森す 海

る平 道

。成

林 庁

告法 次経

示 の済

年 第

７

昭 と次部

和 おの林

月 り図務

号年 と」課

す及及日

道 公 報

２３

間 定
立村立

指指アイウ

伐伐林伐

定木木 主主森

の伐伐 はと整に 施のの

て計る 採採 業、し備係

伐伐画森 目のの

択

第

定１ 北

森す 海

る平保 道

。成

林
告安 法
示

年林 第

７の

昭
和

月所

号在 年

日

号

安目
保た解

２３

平除 林的
成と
十の し

四て

年
理

指

七

件法よを
に採 方 場要 定

公こ
。る

るす

所的

松

衆と

郡のが 、 前

保で 松

は

西木

字立

町る

前健き

第 。松

律 るびび

法

館

次前
の町

りに第

お場） と役号

」備

第

省い２

、置の

はえ条

で林 方限 要

し縦２

略て

的件法よを定は度

に採
標の

。るる次

るすめ、

のが伐お

砂と準と

土こ
以す

壊き齢と

崩で期り

備木の。

防立上る

のる

第所

律場 法

はも

郡す 第

前示 ）松に 号

松部

第

字限 ２

町に の

前分 条

岡。 １

豊る

月さ

三れ由

十
日

防地

の用

害路

霧道

火

す

備と

曜

た
る

日

、

め

当
該

所 に 海の 図 北木 の立 次
分る 部 事す す 知在 示 道

覧項

に る村 限町 に 堀市

図す定

の供規

そにの

、

、

び）り

及。よ

面るに
に

をう

類よ

書の

係次

関

る
該す

当と
、の

海保

北

町
市
る
す
在
所
の

木。
立

） 項

に
村

の
規・

定

道 り

海１ よ

北の に

筆 よ

２ の

事上 次

知以 、

達係 。 い 保

つ に

に う

堀

也市 、る ）

町

、
在保た解え
備

場安目置
縦

とのて

除 所林的次い

支指

島を

渡林

道安

し図

３

在保た解え解

備

場安目置除

のて係

除 所林的次いに

２

町
市
る
係

し図縦る

と

１
場安目除

解在保た解解

係と係

除 に所林的に

除

の を

次 林

達て 安

るしる

定

指図
也

北

森を 海

解平 道

除成

林 庁

告法 次経

す 示 の済

る年 第

。７

昭 と次部

和 おの林

月 り図務

に
の 林伐

木 森間
村立
ウ

はに

て」覧 の 備係伐 整

略る

さ省す

定、供 理

指

の

公道そ
、）
し。

れ由
とを

保地面

の用図

衆路

に安

て」覧保 の

す北

健

省すの

定、供林 理

指は
、）
し。

れ由略る所

さ

図郡

砂路の似

土道そ様

出とを似

流地面様

の用

指安

保て保 の

のす北町

由所

のさの

林定林 理

安
珠砂路似

有土道様

所れ

と似

壮流地様

郡の用郡

町のす町

瞥出

号年 と」課
松

律 るびび

法 す及及日

第 。
次前
の町

りに第

お場） と役号

」備

採

省い２

、置の

はえ条

は度

で林限

画森の

計る
お

準と
標の
る次
め、

定

海

上る
以す
齢と

期り
伐

済
経
庁
支

高
め日
た道
る 防る海字

び
及

課
務

林
部

め日満

備た道幌

高
経１ 庁の 支

示 課に 務図 林の 部次 済

備た幌

字防る字

びす 及

之め満

滝
町

の

北の１
の 道、次 海

図 知

略て第

す 堀示 ４に 事の

規

そにの

、覧項

し縦２

。よ

面るに

図す定

の供
書の

係次

関、

び）り

及

す
と
の

も
の。

をう

類よ

。
る

二
〇
二

似分 様部

に
場
役

町
似

様 部

） に。 場る 役限 町に

北に

）
。 也る

限 達に
分

支指

島の

渡林

道安

海保



３
解場保た解

平 除所安目

成 除 予林的次

十 定との

四 の 保し図

年 安て」

七 林指は

北 海

２
解場保た解い

置

除所安目て

定との覧

除 予林的次縦
す

安て」供 の 保し図に

林指は

道 公 報

１
解場保た解い

置

除所安目て

定との覧

除 予林的次縦
す

安て」供 の 保し図に

林指は

第

法 北

農律 海

林第平 道

成

に

水 告 解備

産 示 え号 大年 第

臣７ ） 除次置

第 のい

か月 図て のら 号 」縦
は覧、日 条

号

４

林的

除場安目

解在保た

安指

保て

るし

係と

に所

理月 の定、

三 所さ省

十 在れ由略

日

田源ムの

亀水ダそ
、

し

郡の事図

火

野ん用を

大か業面

曜

と海

町養地北

日

省。

の定、る 理

国す道

そ
、

し

在れ由略）

所さ
の用図

庭源路の

恵水道

か地面

市

る海

有養す北

国んとを

。

の定、る 理

。た道

林

、
し

在れ由略）

所さ省
用図

歳害路の

千風道そ

防地面

市の

林る海

有す北

国備とを

の規 、に次 理の

。た道

るうに 由略すよ定 省供

道そ）保る 、。によ し

のが 用図林知 路の安通

す北定っ とを指あ 地面

林定

た道解。 る海をた

泉つ砂

幌に土

所れ

のさ
の

り次壊

えて崩

郡いの

る水

字に備

町図防

もの

部

次務

。め林

林た産

有

び

す及

示課

に山

図治

の

水

る役

限町

に野

分大

部

示部

に務

図林

の産

次め

限び

に及

分課

部山

す治

次め水

役

）市

。庭

る恵

治

北示部

に務

図林

の産

に及

知分課

道部山

海す
）市

。歳

堀る千

限び

事

庁予

支る

高す

め日除

役

務旨

林る

部あ

済で

経定

示

り
え法

び林

及森

課、

部
野す

庶
分

） 目
。 字
る ・
限 ２
に の

え
備

）に

。場

１
の

７
黒

号１２ 北

網） 海

第平作作 道

成業業

走
告開

種期 条 示発
に年類間 第

お７

建
設
い月

旭）
号１２３

え
備
に
所

成業業業

川第平作作作

開

種期地 発条
月

設お７

建に年類間域

え

也備
に

達所

い

北 号１２３

海 ）

道 第平作作作

告 成業業業

示 種期地 条

第 に年類間域

お７
い月

町和

も昭

役
場年

北

函 海
道館 置

告開 保た解い

示発 安目て

第 除建 林的次縦

設 との覧

し図に

４

筆
２

上
以

定

縦予

て除所

い解場

置

部 に保

覧

公平 て 号長
か準日共成

ら用測

次る７

、す量年

の同１月

と法・
級か

お第２日

り

点月

共第準９

公条基ら

測１
量項）

公平比

部
長て

町

か準日共成布

ら用測

次る６

、す量年

の同３月

と法級
準か

お第基日

り
１月

共第）９

公条点ら

測
量項

号 公平熊 て

町

準日共成石

用測

る７

す量年

同３月

法級
準か

第基日

１月

第）８

条点ら

項
部 の号

る 理か 指はす

長 て」供

由略）

、 さ省。

ら 定、

お 土道そ

と 、

の し

次 れ

地面

公 の用図

り 砂路の

量 のす北

測 壊とを

共 崩

）在

。所

るの

す林

供安

ま

をの日

町
野

大
郡
田

亀

る
るよ

すに
施定で

実規
測知海 、通北 旨

二 量が道

〇 法あ知

三 っ事

規ま

をの日

和。堀 昭た

旨る
るよ

すに
施定で

実

知 量が道 測知海 、通北

っ事 法あ

で

規ま

の日

和。堀 昭た

が道

知海

通北

る
よ

に
定

防る海

。堀

た
っ事

あ知

す 産

施 め水

実 備た道

を
量 山測 治、 部旨 務

る 林
及法 課

野和 大昭 び

す
示

に
図

の
次

。
林

有
国

に
分

部

也 第
律達 法

年

也 第
律達 法

年

也
達

備第 に律 場法 役年 町
え

）
。

る
限



更の１ 北

道しそ日 海

たのか平道 道

。関ら成路

路
告

の

法

係２ 示

図週年種 第

面間７類

昭
和

は、月

、一 号年

北般日道

北 海

１２３４

業収使業面

起事起起図

の業を縦 者用用地の 業

部部 種示場

ののの表覧

称類地分分る
す所 名

道 公 報

北

土

２

海

地平 道

収成 告 作作作

用 示 業業業

法年 第

７

種期地

類間域

昭月
和 号

日 公平別

第

号１

成作作作

路第平

釧）
開

業業業 発条
７類間域

建に年種期地

部い月

設お
長て
準日公平釧

号

北 ３

道
海

作

告 業
平示 地
成第 域
十
四
年号 網

七

覧

第道縦

律海の道

法 走

建
設に

路る 第

道す ）部供 号

整。
北 の

び 項

及 １

課 第

備 条

取平海し取

平小北な平

館流場

活沙役

町生道町

備字

整町

場取

車平

駐郡

事小

町法

共成海年

測
７第

量年律

２月

号 級
点ら第 準か） 基日

条 ）

共成路

か

定 日規 ７の 月

町

ら用
、す測

の同７

次る量年

と法３月

お第級
基日 り

共第点ら

公条準か

測１）

量項月

をの
実規日

月市

三
十
日

火

曜

日

北 り

広 よ

帯 に

道 定

海 規

業知 路

現道 道

木海 、

土
え を

備堀 域

に 区

所事 の

に ま

内
地

業平

い の

置 次

と道 の海 次北 、
り

よ で

ま

認
の
業堀 事

り事 お知

北 旨る
るよ

すにで

施定
あ知 量が道 測知海 、通
っ事 法

和。堀 昭た

示
告也 り

、 お

て達 と

年

変

面

地地地地

のののののの

地地

位区

た也 し
を達 定

地地

のの

の１２３

。

許名住代

立平免免埋

埋

を表立 許 て成
を
許７けの区

免年年受者

也 第
律達 法

し月た氏 月

北

公 海

有 道

水

河番更

告

面

西５別

示

埋

郡地南

第

立

更先２

別か線

法

線の
路
路道区

２３

村ら

点点点点点点積

名域
区

のののののの

地地地地地地

点点点点点点

らららら

かかかかかか
向向

方方方方方方

らら
角角角角角角

向向向向

置域点点
方

の地成向の

茅次のの木

地

＝ 直 部

点果－ 漁 郡

点 港 南のとを

か 茅地を使原

ら 部点結用点

町かん）の方

字らだ地向 北

線点角 木、 緯

直のに

日者称所名域 た

成海幌海

平北札北

。日

道市道
北堀

月区

７央事

年中知
西達

条

日３

号 字河番

別郡地正

更西１大

南更先
字律

線村で法

２別ま年
第

更

２

別第

の前後）

後号

更
変

線
場
車間

停
別
更
南

前

度 度度度度度

分 分分分分分

秒
のののの の 秒秒秒秒秒
向向 向 方方方方方 方 の
向向向

の

地地 地地の地 のの のの

地よ度 度

点っ＝

番まて 地分 分

で囲 先をま の秒 秒

順れ 公の 次た） 有方

東 結域か 水向 、 に区

ら 面

経 ん

方 だ日

向 線本
及測の 度角

び地地

堀
事

知
道

海
北

目
丁
６也

第
条

１
項
の

らでらで定

かまかま規
り

よ
に

、
次
の

員
幅

の
地

敷

と

二
〇延

四

点 点点 点点地点

長

系点 分度

のに
地よ秒分

点る

秒 と測
量、の

水 区有 複公

重り
お

也
達

の
と

等
道

国
間面



３

住代位区

埋

平
成 立 表

十

者四
年

区 の七

北 海

の１２ 北

公埋 海

有立平しし 道

水て成ゅ氏 告

ん
ゅ

面に 示ん

埋関年功名 第

立す７認 功
認 法る月可又
を 可 工 号は 大事日受 の

道 公 報

５
地

立 面
埋

○○○
地地地用

のののののの

点点点点点積途

地地

第

○○○○
点点

地地地地

のののの

点点

号

４
置域

す
関

に
て

立位区

埋
工

る

月 氏

三
十 所名域置域

日

幌海７線

札北根番次だ

市 市道及及
の 室

火 ８ 温 中知びび
－ 根 央事

曜 ８

北堀－ 番１ 元 区

８の

日 ３１

た 月

名 正のけ 年

番地地

し

北

律功
法ん

年ゅ日者称

認成海

第を平

道 号可
。月

第た７

）し年

条

漁

第日

○○○○

港 ののののの

施 地地地地地

設 点点点点点

用 かかかかか

方方方方

ららららら地

角角角角

向向向向向

方
角

度度度度 度

方○○○ と測木
量向ののの

地地地

＝ 直
－ 漁 のの

点点点 港 地成

かかか 点果原

ららら とを点

を使の方方方

結用地向向向 北

ん）点角角角 、 緯

だ
に＝度度度 度 線

と

施部の点

の茅次地

事
行郡○

点ん

域茅地結

区南のを

木○、

字ら線

町かだ

部
地の

直の
点地

か 西達地 １先点 条の 番

公ら ６也点 、の

丁と 有 目

面 １８ － 水 番

－ の 、

地の
を
と 、で
点 ２ま
地 番点

を
順

道

に海

定北

規
の

項
１

結

お
と
の堀

次
、事

り知

よ
り

分分分分 分
のののの の秒秒秒秒 秒
向向向向 向方方方方 方

の

地点 地地地 の地 ののの

点 点点点

よ分分分 分

っ
て秒秒秒 秒

囲ののの ま）方方方

東 たか向向向 、 れ

ら 経 区

方 域

向

の 日のの 度角

本地地
点 測点点 分度地

地

先でと 地ま点
を
結と
に点
次地

順の
を

○線
、だ
線ん
だ結
ん

だ に ３ん 次 番 地び
の及

線 結 、

んに 面
水也

有
公達

８８８８ ８８８８ ８８８８

系秒分

に

秒 よ
る、の

点○
８８８８

地
との
の点

－－－－

８

点点

地地地地

のののの

点点

地 地 地
－－－

８８ 点点８点８

－

－－

地地地地

のののの

－－

点点

地地地地

のののの
点

点点

点 地 点
－ －－－

８ ８点８８

９

－－

地 地地地

の ののの

のののの

６７８９

－－

点

点点点点

地地地地
点 地 地

－－－－

８８８ 点点８

地地

のののの

５６７８

２３４５

－－－－

地地

点点

地地地地

のののの
地

点点

地 地 地

－－

８点８点８点８点

のののの

１２３４

－－

か
点
地
の
１
－

地地地地

て三方

っ等 ）ら

よ用四

ま点角

囲角向

れ塘

らら

かかかか

点点点点

向向向向

方方方方

らら

角角角角

度度 度度二
〇 分分 分分五

点点

のの のの

秒秒 秒秒

ら ららら

か かかか

点 点

角角

向 向向向

方 方方方

角 角

度 度度度

分 分分分

方方 の ののの 秒 秒秒秒

ら

かかかか

点点点点

方

向向向

方方方方

ららら

角角角角

向
度度度 度

分分分 分

方 方 ののの の 秒秒秒 秒

らら

かかかか

点点点点

向向向向

方方方方

らら

角角角角

度度度度

分分分分

のののの 秒秒秒秒

区

度 た寒
＝
分 域

秒 日－
の 本

方 測
地向

系
に

、 よ

向向

方方 方方

測の ＝

る

向向 向 向向向 方

のののの

向 方方

地の地地

ののの

向向向 方方方方

のの地地
の の

向向向向

地
のののの

量

点 の
成
果
を
使）



及用 業 市類
都種事事収

部 事名行 画び業の 施 計
の間地分

業称期

北 海

業１ 北

都を 海

認平 道

可成施

市 ３

告計 項

し 示行 画 の

た年 第

。７者 法 市
町

月の 昭 村

名 号和 名

日称

道 公 報

４５
埋 月

面 年水

許 面有

免公
第

及 －－法

８８日立

第

－－－－

８８８８

号

平
成
十
四８

年－

七

幌成幌路目

札平札篠丁

市２及 圏
市７区４篠

都年北条び

路目３

計月篠丁路

画
路か条篠４

道日２、条

業平丁３目

事ら１路丁

市

第幌

律札

法
年

第
）

号

び

１
第

条

のの

根

点点積号第

地地条 番
平砂 地 地

成防室 ８点８点

９第市 －－

年
－ のの

地地月
指 かか日号 点点６

点点

地地地地

のののの
地

点点

点 地 地
－－－

８８ 点点８８点

－

点点

地地地地

のののの

かかかか

点点

月の

三地

十点

日

地
－

８ 点点

地

火

の

曜

点
地

日

成目条地

か

、１内 ３

２、

４３路目

・年篠丁
条篠

・月

目条

横ま丁３

号日２路
路目

）篠丁

道、２

新で

北 に
定

規
の

項

条篠
２、

と
の

事 次

知 、

道 り

海 よ

向

方方令 らら

都
り

お

堀

角角

向
度度

分分

らら

向向

方方

のの

秒秒

向向向向

方方方方

らら

角角角角
度 度度度

分 分分分

方方の ののの秒 秒秒秒

向 向向向方 方

角
向

方
ら

度
分

目条
丁３
３路

向
方

の
秒

事

、３
北

都は 海

、 道

完
市
根

了
計 収

室

し 用画
支

た
法
庁 の

。 告

４
事

也 画
計

達 市

及

行業 市類

施都種事事

事名 の行 画び業 者施 計

３

のの
行業 市類

施都種事事収

行 画び業の 者施 計及用

事名 の

のの地の

の

行業の 施

用 業
事事収

２
の

び 者計及

行市類

施都種

部昭 事名 の画

示和
第 分

４年
号 支

市南

第 幌び

律 札及

法

中４

号 庁
第

区西）

央条
南
４丁

の間地

業称 名期

条目条

目幌幌成

北丁札札平

称

４
条及市圏

北市７

西び都年

丁５計月

目条画
路か

、西道日

北

称の間地分

業称 名期部

西幌幌成幌

条札札平札
市 ３市圏

月区

目市７央

丁都年中
北

及計

び画
路か条

北道日４

北丁条北丁

間地分

期部

目

平札

目西 成幌

条、 市条、

年北西北丁西北

目 ７区８

北目西

月北丁条、丁条

目西

、６ 日条、４

業称 名

か西北丁条北丁

圏・

幌幌３

札札・

称の
丁
画５

計西
市号

都６

市

第

路目
道

告

規

目の

丁項

７内１

西地
、

示

８次

西る

条よ

４に

南定

事ら

南行

、発

目開

丁の

西地成

条目業平

５丁
内３

、・月

目３３

丁・年

北

通

西寒で

条月ま

５号日

条事ら西
目
丁）

西業平

２成丁
目 丁３

月４

地３３北

目・年、
条

内・
５
号日西

北ま

目

手北

・、

条目

５で丁

目西 ら

条、 平丁条、

成目西北丁西北

目９ 、７

北目西

年北丁条、丁条

目西 ３

、５ 月条、３

西北丁条北丁
目 目西 日

条、 ま丁条、

で目西北丁西北

目８ 、６
西北目西

北丁条、丁条

目

川
業樽
事・

・
４

・）
３通

二号

〇宮

六

西関

条に

４為

北
・
森

の

条
５
北

、

目工

丁る

９す

西

）西

通条

稲４
、
目

丁

、４ 条、２

目

西北丁条北丁

目西 ９

条、 丁条、

目西北丁西北

目７ 、５

、

３
び
及

通
条



５６

認の申そ認員

承次承委

そ

平 のをい請の者会

成 他しず者他数は

十 委なれが委の、

四 員いか漁員制と

年 会場に業会限ど

七 が合該にがの

北 海

３４

承と、承承

会き

験具 認認 以どと認試漁

採採対研被 の 下のどの

の

等 象 手 委捕捕象究害 対
認者は用の

員の承者の

」認申、に漁

会続承

道 公 報

平定こ採北

北項
１１２

指道 捕 道規成の海

海の
沖定
よ７に合

合に年示の沖

い認域

域り月お海 承 海

義 に、
次日てに

第

北 ２３

道
海

開所開

連 発及発

合 許び許

海 可氏可

区 を名年

漁 受月

業 け日

調 た及

号

区地

成発る

平開れ
１

称

月は名

７又の

年域域
工

日区

月 特当関特採

三 にすすに捕

十 認るる必の

日

た合令が認

め場法要承
の

、遵る数

者はをあ者

承守と

火

をるめ高

認す認最

曜

な神と度

し精る限

日

とを請次供業

いをきを

をいよ害

い受書のし被
と防

。よ委ずうを

うけ

のと会かす止

）う員れ

提該者よ

承すににるし

しすと

を者出当う

認る
けもる

け、なるす

受は

、お

お

けにれの者

な別

るとい

けの

」と

どりど、

とおとて

す北はを

採示とど

の指
。道ア捕

にる海、採

捕

う

て合カよ

い連シし

つ
漁区目と

、海亜

整 者び

委 の番指道

員 住号連会

合

示
指

標奥平海

第 津村成区１ 郡

漁号

標雄５

中哲年

業

津月調 町

整

標
中

郡
津

標
ま

含
に

西日

定

しに

。著。別

字
町

津

と

での

者も

くる

欠め

く

ばと

。
き。

とる

るす

あ

なるらる

ばめなす

れ定

い採。

などい

らとな。

す

要
扱
取
務
事
認
承

。捕

業漁
調シ者

法業アる

）北 和委科、

昭整カは

員

ど連 法会と道 年会の海

石い海 第を合 律長

う区
業 ）

黒。漁 号
委

条根員 北建

示会

丁第

９指

目

津
北標

中

地号

番１

１－

海
道
根
室番
支

に
領

田
筆
能５
か
長ほ
庁

づ
基

合に取この指こ

組式領
の指

認によの定示の

承

示る有示

を報り扱指め

す員要にと効の

受告委

調 第

たる会定こ期有

け

勝
三整

第員

郎委 条
委件承委る所委報

条き

会書

認 員を員。持員告

けは売のの の 会付会販

出 消

、、、の承提 取 は
と又承禁認

９

捕

採承い承委承承採

な

証をの

認 捕認。員認認

法受はの受制 証 方を会

た又 交

のけ、携け限 の

採委

７８
男

文

制た採帯

は 数 の会 捕捕 捕員

採採

効

はと 制 期間、 の の期

るに期

者とに領めろ間
は

、も告もよ間

はと報
、なの。、

一にしのる

捕れか成

間採けほ平

週
ご
とのば、

に期な承年

そ間ら認

採了い係１

の終なに月

し認止を等
捕後。る日

繁捕受け

の採を受

どは

者者

保停たい

殖のけな

は指こ採

又をがが

護止

示た

業す指し

漁示の捕

上と内ど

整このと

調る

務は条

限者付捕義者は

委認と及

、承、件

はの

採止

会しを停

員をどび

はる

にきす

別と捕

がた

採請に

る申き

め、と

定

捕

成採

平の

間、限ど
の

年数

らを

か度

日限

１高

月最

成に

平別

二
〇
七

取か 数

に成

び以い平

及日扱ら

揚内
収につ

は月

の捕て９

後採い年

処の
理結、

採で

況にどま

状果と日

属て承す

所い捕と

をつ

違こ

要でに、

必が容は

る。しを

ある反れ

がき

、

めきし

認と持

とた所

認販

き承は

と、又

るは

捕者は

承取し

、を売

は

承

法ど該

方と当

のに、

認を

の承証

外捕認

以採

と交し

でを帯

法証携

方

定

採るれ

をすけ

ど付な

の

月も

６る

年め

る
す

と。

でる

ます

日と

務

るに事。

す別認る

。

様要

協る扱

業め取

漁定 制こな

をすは

認消て

同

。

、でい

しがな

限とら な

てとら

しのな

捕もば

ら。。

なるい

はす
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